
●シフト制の意味について

「どうして来月のシフトは18日なんで
すか！？」
ＡはＢ店長に噛みついた。
「何で、っていわれても…」
「いきなりシフトを減らして、説明も
無いって、どういうことですか」
「減らした、っていわれても、ね…」
「先月も、先々月も、シフトは20日入
ってました」
「そんな、2日減らしたくらいで…」
「2日減らしたくらいで、って、冗談
じゃありません。店長みたいに月給
で、何日働いでも給料が同じなら、文
句は言いません」
「…」
「シフトが2日減ったら、お給料も2
日分減るんです」
「でも、毎月20日シフトに入ること
は、採用時の条件になってないよね」
「そんなことはありません。この雇用
条件通知書を見てください。ちゃん
と、週4～5日、月20日、って書いて
あります」
「（目安として）とも書いてある」
「だから、って…こんなの、パワハラ
です！」
「ちょっと、パワハラって…（みんな
の前で、わざわざ大声でいうことない
だろ…）」
「知らないうちにシフトを減らして、
私が何も言わなければ、知らん振りす
るつもりだったんじゃないですか」
「そんなことは…」
「卑怯です！」
「…」
「シフトを20日に戻してください」
「それは…もう作っちゃったし…」
「面倒くさい、っていうことですか」
「そうとは…」
「じゃ、増やしてください」
「…そうすると、他のスタッフのシフ
トを減らさないといけないな…」
「ホントに汚いやり方だな」
「じゃあ…Ｃさんの、この日と交換し
ようか」
「もう…いいです。来月は20日にして
ください」
シフトの時間が迫ってきたＡは、Ｂ
店長に対する不満で、こぶしを握った
まま、肩を怒らせて現場に入った。
「Ａは疲れるよ」

Ａは頭を掻きなが
ら主任のＤにこぼ
した。
「地雷、踏んじゃ
いましたね」
「あの剣幕で噛み
つてくるとは思わ
なかったよ」
「でも、何でＡの
シフトを、このタ

イミングで…」
「他意はないけど、ちょっと大人しく
させようか、と思って…とか」
「これじゃあ、余計に…」
「うむ…この後どうなるか…Ｃとは全
く正反対だよ。Ｃは何も言わない…」
「Ｃ…！？」
「今回、Ｃのシフトも減らした」
「えっ、Ｃはまじめですよ」
「そんなことは分かってるよ」
「じゃあ、どうしてＣも…」
「実は、ここだけの話なんだけと、Ｅ
さんに、シフトを増やしてほしい、っ
て言われて…」
Ｄの表情が冷ややかになった。
「それで、ＡとＣのシフトを…それ、
他意が無い、どころじゃないでしょ」
「だからさ、ここだけの話…」
「私は感心しませんね…」
「まぁまぁ、これでさ、頼むよ」
Ｂ店長は社員優待クーポンを鷲掴み
にして、それをＤに握らせた。
「困った方だ…」
Ｂはかつて営業で頭角を現し、会社
らも評価をされていたが、お金に絡む
汚いうわさが後を絶たず、数年前に顧
客からの法外なキックバックが明るみ
に出たことで、営業から外された御仁
だ。クーポンごとき、何をどう使おう
と、何とも感じないのだろう。
「今後のシフトは、どうするおつもり
ですか」
「いや、べつに、どうもしない」
「それじゃ、Ａが収まらないでしょ」
「まぁ、時間が経てば、うやむや…」
主任のＤは、何も考えないＢにあき
れて出て行ってしまった。
「Ａは強いね」
「自分勝手なだけだよ、言いたいこと
は、はっきり言うし」
「うらやましい…」
「そうかな。Ｃは大人しいし、みんな
に好かれてる」
「そんなことないよ。私だって、シフ
ト減らされてたし…」
「えっ、そうなの！？なんで…？」
「分からない。でも…」
「でも…」
「Ｅのシフトが増えてたのは、ちょっ
と気になった」
「よく見てるね。そうなんだ…ふー
ん、なるほどね…」
「なるほど、って…」
「フン！あの、スケベ親父め！」

「ちょっと、声が大きいよ…」
「アッ、ごめん、ごめん。でもさ、Ｂ
店長は、曰くつき、だからね」
「何かあったの？」
「Ｂは金に汚い変態。これ有名な話」
「…」
「そうか…よし、次のシフトも減らし
たら、ただじゃ置かない」
ＡはＣを見つめて笑ったが、Ｃに
は、不安な気持ちが頭をかすめた。
「何で？今度は16日なんですか」
次のシフトを見たＡが、Ｂに問い詰
めた。また減らされている…
「何でって、言われても…」
「とぼけるつもりですか？」
「私は逃げも隠れもしないよ」
「じゃあ、言いますが、シフトをよく
見れば、シフトが増えてる人と、減っ
ている人が、はっきり分かります」
主任のＤは、思わずＢ店長に視線を
向けた。ほら、図星を突かれたよ、ど
うする？Ｂ店長…
「へー…そう！？」
「説明してください」
「たまたま、そうなったんじゃない」
「もう一度聞きます。説明を…」
「その必要はない！」
「分かりました。Ｂ店長はＥさんへの
個人的な感情から、Ｅさんのシフトを
増やして、私のシフトを減らした、と
いうことです」
「そのようなことは、何も…」
「シフトを見れば、一目瞭然です」
「だから、たまたま…」
「もう、結構です」
Ａはその直後、人事に電話をした。
「…確かに、問題と言えば問題…」
「問題じゃないんですか？」
「そもそも、シフトで就労する、って
いうことは、状況に応じて勤務日や勤
務日数が柔軟に変わることを前提とし
ているものなので…」
「だって、先月18日、今月16日、私
はシフトを増やしてほしい、って言っ
ているのに、減らされてるんです」
「だから、それはシフト勤務の…」
「増えているスタッフもいます」
「それは、どんな状況あるのか…」
「そのスタッフは、先月、今月と、続
けて増えています」
「申し訳ないけれど、個別のシフトに
ついて、本社が何かを言う立場ではな
いので…」
落胆したＡは、自分の考えが間違っ
ているのか、ふと不安になったが、そ
れでも釈然としない気持ちを整理出来
なかった。そこでＡは、友人の社労士
Ｆに相談した。
「本社人事は、体よく逃げたね。で
も、話自体はある意味で正論かな」
「ちょっと、何で会社の肩持つのよ」
「そうじゃないけど、シフト勤務っ
て、労使お互いが柔軟に勤務日を決め
ることが契約内容の前提になってる」
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「そんなこと、どこにも書いてない」
「でも、毎月希望シフトを出して、そ
れに対して、上司が勤務日を決める。
これを毎月繰り返す訳でしょ」
「まあね…」
「だから、多少のシフトの増減は、問
題にすること自体、難しいと思う」
「…でも、納得できない…」
「それは、Ａがシフトを続けて減らさ
れた理由が分からないからでしょ」
「理由が分かっても、納得できない」
「その前に、店長は理由を説明してい
ない、ってことが重要なの。人事に求
めることは、シフトの不満では無く
て、店長が不公正なことをしているよ
うに見えるのに、説明をせず、誤魔化
している、だからきちんと説明するよ
う指導して欲しい、じゃない？」
「…ようにみえる！？とんでもない。
店長の不公正は見え見えだもん」
「でも、人事にそれを言っても、それ
はあなたが勝手に感じていることでし
ょ、で終わっちゃう」
「…」
「人事にも立場があるから、店長に指
導する大義名分を与えないとダメよ」
「どうやって？」
「店長は店長としての義務を果たして
いない、ってことを指摘すること。Ａ
のシフトを一方的に減らして、何の説
明もしない。たまたま、とか言って誤
魔化して…」
「そうそう、誤魔化し…」
「だから、説明をするように指導して
欲しい、と求めること」
「何だか、回りくどいな…」
「一気に、王手、は無理よ。一手ずつ
詰めていくことが大切」
人事はＢ店長に苦言を呈した。
「あなたも懲りない人だ」
「恐れ入ります」
「誤解するな。褒めてるんじゃない」
「…」
「シフト調製上の単純な問題であれ
ば、人事としても口出しすることは、
何もない」
「それじゃ、問題はな…」
「大ありだ！」
「確かに、勤務態度の不良なスタッフ
のシフトを、意図的に減らすことは、
あまり筋が良いとは言えないが、事実
上黙認しているケースもある」
「Ａは協調性も無く…」
「Ｂ店長、これ、問題はあなただよ」
「わ、私が…」
「スタッフと個人的にどんな関係にな
ろうが、会社としては一切関知しな
い。が、それを業務に持ち込んだ段階
で、会社の問題になる」
「ゲッ…Ａめ、余計なことを…」
「それに、社員優待のことだ」
「あ、クーポンですか」
「だれが、どれだけ使っているのか」
「福利厚生で、大いにみんなで…」

「本社がすべて把握できることぐら
い、分からないのか！？」
「…」
「君のような使い方をする店長は前代
未聞だ」
「…また、処分でしょうか…？」
「場合によっては…」
「ふー…」
「頼むからさ、もう少しうまくやって
よ。これじゃ、フォローしきれない」
「シフトを、元に戻せと…」
「そんな些末なことを言ってるんじゃ
ない。隙を突かれるな、ということ」
「と言っても、Ａはうるさくて…」
「問題は、Ｅのシフトだろ」
「そんな、Ａの話を鵜呑みに…」
「シフトを見れば、一目瞭然だ」
「…」
「シフト減らすにしても、一気に減ら
すんじゃなくて、増やしたり減らした
りしながら、徐々に…」
「それじゃ、Ｅのシフトを、なかなか
増やせない…」
「分かってないな…仕方がない。しば
らく、シフトは私が添削する」
それから、半年ほどたった頃、Ａは
シフトが20日を切ることが多くなり、
再び友人のＦ社労士を訪ねた。
「なるほどね、20日、18日、21日、
19日、17日、18日、か…」
「これって、おかしいよね」
「おかしい、って店長に言った？」
「減っても、また増えるのかな、とか
思ってたから…」
「確かに、微妙といえば微妙…」
「Ｃはもっとひどくて、10日を切る月
もあった…」
「Ｃは文句を言った？」
「一回は言ったみたい。でも、誰かの
シフトを減らすとか言われて…」
「大人しいＣには、それ以上は、何も
言えなかった…」
「…そう…」
「減らしやすいから減らす…」
「こんなの、いじめじゃん」
「そう、いじめ易いからいじめる」
「でも酷いよね。クビにしたいなら、
そういえばいいのにさ。こんなにネチ
ネチされるより、はっきり言ってもら
った方がよほどすっきりするのに…」
「そういうスタッフの気持ちが、上司
や会社は全く分かってないのよ」
「なんで？」
「自分を正当化する弁解を考えるだけ
で精いっぱい。だから、そういう弁
解、言い訳を相手がどう思うか、何て
ことは、全く考えられない。だからト
ラブルになる」
「じゃ、これからどうすればいい？」
「これはパワハラです、って言ってみ
たら。図星なら、必死で弁解するよ」
「その後は？」
「ウーン…後は野となれ山となれ…」
「ちょっと！無責任じゃない！」
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